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研究目的 研究計画 
• 目的 

–母子保健の評価に必要な情報を市町村、都道府
県、国の各々のレベルで選定し、地域特性に応じ
た情報利活用の仕組みを提案する。 

• 計画 
–健やか親子21の指標の最終評価のために乳幼児
健診等での情報収集と評価を行う。 

–次期計画の指標を検討する。 

–母子保健活動に必要な情報の収集と連携のあり
方を検討する。 

–健やか親子２１のホームページの運用を行う。 

 



母子保健情報の利活用の仕組みの構築に関するこれまでの成果
と本研究の位置づけ 

母子保健情報データベース 
・国内外の研究成果 
保健統計情報 
健やか親子２１の指標 

取り組みのデータベース 
・市町村の取り組み 
政策情報 
 

運用中のデータベース等 

妊娠届出時の
情報 
妊婦健診の情
報 

乳幼児健診の情報 
・個別情報 
・縦断データ 
・データの解析 

学校保健の情報 

生涯にわたる健
康情報 

生涯にわたる健康支援活動 

母子保健活動 

    計画 

 

    実施 

 

    評価 

 

    改善 
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ク
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ソフト開発済 

＊二重線の部分が本研究の対象 

＊本研究では①既存のモデル事業、健やか親子21の指標の分析により市町村、保健所、
都道府県、国の各レベルで必要な情報の選定および利活用の仕組みを確立することと、
②健やか親子21の指標の情報収集を行う。 

市町村、保健所、都道府県、国の各レベルで必要な情報利活用 

健やか親子21の指標の情報収集と評価 

モデル事業 

（平成22年度済） 



最終評価の資料収集と評価 

• 2回の中間評価の実績のもとで最終評価を行う。 

• 本研究の特徴は、最終評価の対象市町村が過去2回の

中間評価の対象市町村と同じ市町村で実施することに
よって、健やか親子への取組状況と指標の推移を評価
する。 

• さらに対象市町村を各都道府県10か所（全470市町村：
113,000人を対象）に増やすことで、都道府県及び市町
村の健康格差の評価をする。。 

 



調査方法と回答数 

• 人口規模で4分位に分け、2,2,3,3市町村を無作
為抽出 

• 全国で470市町村 
    45都道府県は県庁所在地を含む 
• 約110は中間評価実施自治体 
• 各健診最大で200件 
• 回答数 

3-4か月健診   20,729件 
1歳6カ月健診  27,922件 
3歳健診       26,971件 
合計        75,622件 



調査対象市町村リストの一部 



最終評価 （評価シート） 会議回数22回 



最終評価の結果 

●改善した 

 ・目標を達成した ２０項目 ２７．０％ 

 ・目標に達していないが改善した ４０項目 ５４．１％ 

●変わらない ８項目 １０．８％ 

●悪くなっている ２項目 ２．７％ 

●評価できない ４項目 ５．４％ 

６９指標の７４項目について評価を実施。 

約80% 
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１‐１ 十代の自殺率 

10‐14歳男子 

10‐14歳女子 

15－19歳男子 

15－19歳女子 



1,606,041人  

1,934,239人  
1,901,440人  

1,576,889人  
1,431,577人  
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資料：人口動態統計 

出生数及び出生児体重2,500g未満（1,500g未満）の
出生割合の年次推移 



低出生体重児の課題 

• 増加の理由 

–妊娠週数の短縮 

–妊婦の健康問題 

• なぜ、低出生体重児が問題なのか 

–成長の問題 

– DOHaD 

• どのような対策が必要か 

–健康日本21（第二次） 

–健やか親子21（第2次） 
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１‐７十代の喫煙率 

中学1年男子 

中学1年女子 

高校3年男子 

高校3年女子 
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１‐４思春期やせ症（中学1年～高校3年女子） 

不健康やせ 

思春期やせ症 

不健康やせ中学3年 

不健康やせ高校3年 



妊婦、母親の喫煙率 
（2013年健やか親子２１最終評価より  

12.4 

3.4 

8.6 

10.0 

0

2

4

6

8

10

12

14

妊娠前 妊娠中 1歳6か月 3歳 

喫煙率 ％ 

15 



20歳代の妊婦（妊娠しているとわかった時）とパート
ナーの喫煙率および一般集団の喫煙率 

参考資料 厚生労働省 健やか親子21最終評価（2013年）および国民健康栄養調査（2012年） 
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３-８ 育児期間中の両親の自宅での喫煙率 

父親 

母親 

参考資料：2000年度 21世紀出生児縦断調査 
        2005年度 厚労科研「健やか親子２１の推進のための情報システム構築と各種情報の利活用 
                                       に関する研究」（山縣班） 
        2009年度 厚労科研「健やか親子２１を推進するための母子保健情報の利活用に関する研究」 
                （山縣班） 
        2013年度 厚労科研「「健やか親子２１」の最終評価・課題分析及び次期国民健康運動の推進 

３歳児の約５０%は受
動喫煙にさらされてい
る（2011年山縣班） 



3歳児のむし歯の有病率  
平成24年度３歳児歯科健康診査実施状況（都道府県） 
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都道府県格差
が２倍以上 



3歳児のむし歯有病率 
（2007年度） 

出典：厚生労働省母子保健課調べ 

3歳児のむし歯有病率 
（2012年度） 

格差の固定化 
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小学生の肥満傾向児出現率（男子） 

都道府県格差 

出典：文部科学省「平成24年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査」 

小学生の肥満
の格差2倍以上 



小学5年生の肥満傾向児の出現率（男女） 

出典：学校保健統計調査 

2007年度 2013年度 
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生後1か月時、母乳を与えていた_3・4か月健診 

（5分位・加重平均） 

  1 北海道  
16 富山県  
17 石川県 
18 福井県 
31 鳥取県 
32 島根県 
38 愛媛県 
41 佐賀県 
42 長崎県  

  4 宮城県 
26 京都府 
27 大阪府 
30 和歌山県 
33 岡山県 
36 徳島県 
37 香川県 
39 高知県 
40 福岡県 
43 熊本県    
 

  2 青森県  
15 新潟県  
20 長野県  
21 岐阜県  
25 滋賀県  
28 兵庫県  
29 奈良県  
34 広島県  
35 山口県  

5 秋田県  
9 栃木県  
10 群馬県  
12 千葉県  
13 東京都  
14 神奈川県  
19 山梨県  
23 愛知県  
44 大分県  
45 宮崎県   
 

3 岩手県  
6 山形県  
7 福島県  
8 茨城県  
11 埼玉県  
22 静岡県  
24 三重県  
46 鹿児島県  
47 沖縄県  

格差1.5倍 



経済的にゆとりが「ない」の「ある」に対するオッズ比
（3歳児） 

例：経済的にゆとりがないと母親の喫煙率は2.13倍高い 
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最終評価で示された母子保健の課題 

（１）思春期保健対策の充実 

（２）周産期・小児救急・小児在宅医療の充実 

–低出生体重児 
• DOHaD(Develolmental Origins of Health and Disease） 

（３）母子保健事業間の有機的な連携体制の強化  

（４）安心した育児と子どもの健やかな成長を支える地域の
支援体制づくり 

–健康格差、ソーシャル・キャピタル 

（５）育てにくさを感じる親に寄り添う支援 

–発達障害  

（６）児童虐待防止対策の更なる充実  
24 





健やか親子21（第2次）：10年後に目指す姿 

• 「すべての子どもが健やかに育つ社会」  

  ２つの方向性 

 ①日本全国どこで生まれても、一定の質の母子保健サービスが受けられ

生命が守られるという地域間での健康格差の解消が必要であるということ。 

 ②疾病や障害、経済状態等の個人や家庭環境の違い、多様性を認識した

母子保健サービスを展開することが重要であるということ。 

 子どもの健やかな発育のためには、子どもへの支援に限らず、親がその

役割を発揮できるよう親への支援をはじめ、地域や学校、企業といった親子

を取り巻く温かな環境の形成や、ソーシャル・キャピタルの醸成が求められ

る。また、このような親子を取り巻く支援に限らず、当事者が主体となった取

組（ピアサポート等）の形成も求められる。  

26 



5つの課題と52指標 
• 3つの基盤課題 
– 基盤課題A：切れ目ない周産期・乳幼児保健体制の充実（16） 

– 基盤課題B：学童期・思春期から成人期に向けた保健対策（11） 

– 基盤課題C：子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり（8） 

• 2つの重点課題 
– 重点課題１：「育てにくさ」を感じる親に寄り添う支援（5） 

– 重点課題２：妊娠期からの児童虐待防止対策（12） 

• 指標 
– 健康水準の指標 16 

– 健康行動の指標 18 

– 環境整備の指標 18  

– （参考指標 28） 

27 



妊産婦・乳幼児支援体制整備事業の概要 

（妊婦健診） 

（乳幼児健診） 

市
町
村 

国保連 

医療機関 
沖縄県妊婦・ 
乳幼児健診ＤＢ 

データの収集・蓄積 分析 情報の利活用 

小保協会 

個別データを縦断的
に連結したデータ
セットの構築 

現状分析、要因分析 施策の検討資料 

計画策定   

事業評価   

県、保健所、市町村における 

関係者とのデータの検討、
利活用 

個別データ 

妊婦：年齢、妊娠前体
格、   
    受診回の体重、 
    喫煙、飲酒・・・ 

児：出生体重、在胎週
数、 
   計測、問診項目・・・    

母子手帳交付台帳 

1.妊婦健診受診回数 

2.妊婦の喫煙 

3.妊娠中の体重管理 

4.低出生体重児の  

 要因 

 

低出生体重児 
予防対策 

沖縄県「健やか
親子２１」 

妊婦の喫煙
対策 

新たな分析
テーマの設定 

沖縄県における妊婦健診・乳幼児健診等データの 
連結・利活用に関する研究（仲宗根、田中） 



地域に必要な妊婦健診情報に関する研究（松田） 
4ヶ月健診 妊娠中の

介入 
妊娠届出時の質問紙調査 面談 

① 未受診 あり 7点(転入・多産・タバコ・精神疾患 

気持ち・夫気持ち・相談あり) 

前児関わり 
 

② 継続 あり 4点(未入籍・精神疾患・相手気持ち・相談あり) 相談多数 

③ 継続 あり 4点(未入籍・タバコ・精神疾患・相談あり) 夫にいらいら 

④ 継続 あり 4点(転入・夫気持ち・協力者なし・相談あり) 夫に不安 

⑤ 継続 あり 3点(転入・タバコ・精神疾患) 被虐歴・前児乳
児院 

⑥ 継続 あり 1点(気持ち) 前児関わり 

⑦ 継続 あり 0点 前児関わり 

⑧ 継続 なし 2点(40歳以上初産・相談あり) 

⑨ 継続 なし 1点(転入) 

⑩ 継続 本人から相談 1点(相談あり) 精神的な問題 

⑪ 継続 なし 1点(届出週数＞16w) 

⑫ 継続 本人から相談 0点 漢字かけない 
知的に問題 

⑬ 継続 なし 0点 香水・服装気に
なる 



県型保健所の指標に関する目標を達成するための課題：
県型保健所の活動内容を踏まえた検討（上原） 

【目的】ベースライン調査後調査項目を実践するための課題を検討 
 
【方法】栃木県本庁と県型保健所の担当者と意見交換し課題を整理 
【結果】５指標それぞれに関する課題と対応策 

【考察】目標達成のための３つのキーワード：情報共有，評価，研修 

○評価に関して現場は課題意識を持っている⇒県型保健所の担当
者が具体的な評価方法を学ぶ機会を研究班などが継続的に提供し
ていく必要があるのではないか。 

○県型保健所が市町村の実施する事業を補完する取り組みを行うこ
とをベースライン後調査の設問項目に加えてもよいのではないか。 

○本庁と県型保健所では保健所の担当が変わっても支援を継続で
きる仕組み作りを念頭に支援体制を検討するとよいのではないか。 



最終評価で示された次期計画推進に向けた課題
→データ利活用の重要性 

（１）母子保健に関する計画策定や取組・実施体制
等に地方公共団体間の格差がある 

–県、保健所の役割の充実 

–母子保健計画の策定 

（２）母子保健事業の推進のための情報の利活用 

 ①健康診査の内容や手技の標準化 

 ②情報利活用の促進 
–不統一な問診票では自治体間の比較が困難 

–分析・活用ができていない自治体がある 

–関連機関間での情報共有が不十分 
31 



ホームページ作成（英語版を含む） 



乳幼児健診情報入力システムの開発と研修会 

課題 

①乳幼児健診の実施項目や判定方法、問診票の標準化（統一） 

   →標準的な乳幼児健診の問診票を参照 

②個人の情報を縦断的に突合したデータセットの構築と個人情
報の保護 

③入力と解析を誰がするのか。 

④分析の方法がわからない。 

   →乳幼児健診入力システムの開発 

  グラムも自動的に作ることができる 

   （都道府県の担当者に研修→市町村への研修） 
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 市区町村の乳幼児健康診査で得られたデータ等を市区町村や
保健所が日頃の母子保健活動に利活用できるように支援する
ためのツールです。 

 

 主に、データ管理・集計・報告を目的としてマクロでプログラムさ
れた  エクセルファイルで出来ています。 

乳幼児健診情報システムとは？ 

3・4か月調査票

2015年度

000000 ○○県 △△市

基盤課題Ａ 基盤課題Ａ 基盤課題Ａ 基盤課題Ａ 基盤課題Ａ 基盤課題Ａ 基盤課題Ａ 基盤課題Ａ 基盤課題Ａ 基盤課題Ｃ 基盤課題Ｃ

西暦 月 日 3 5-1 5-2 6-1 6-2 6-3 6-4 7 参7 1 5
1 10 1 1 2015/5/10 2 3 山梨　太郎 1 2015 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 11 2 2 2015/5/11 3 4 山梨　花子 2 2015 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1
3 12 3 3 2015/5/12 4 5 山梨　一郎 1 2015 3 3 3 1 1 1 9 1 3 1
4 13 4 4 2015/5/13 5 6 山梨　次郎 1 2015 2 4 1 2 10 1 1 1 1 4 1
5 14 5 5 2015/5/14 6 9 山梨　三郎 1 2015 2 5 2 2 20 1 1 2 2 1 2
6 15 6 6 2015/5/15 1 1 山梨　松子 2 2015 2 6 3 2 30 1 2 10 9 2 2 2
7 16 7 7 2015/5/16 2 2 山梨　梅子 2 2015 3 7 1 1 2 5 2 15 1 3 3 2
8 17 8 8 2015/5/17 3 3 甲府　太郎 1 2015 3 8 2 1 2 10 2 20 1 3 4 3
9 18 9 9 2015/5/18 4 4 甲府　花子 2 2015 3 9 3 1 2 15 2 25 2 3 9 3
10 19 10 10 2015/5/19 5 5 甲府　一郎 1 2015 3 10 1 1 2 20 2 30 1 3 1 4
11 20 11 11 2015/5/20 6 6 甲府　次郎 1 2015 2 11 2 1 2 25 2 35 1 3 2 4
12 22 12 12 2015/5/22 1 1 甲府　三郎 1 2015 2 13 9 1 9 1 9 1 2 4

回答者
の年齢

乳幼児名
児の成年月日

№ 性別保護者ｺｰﾄﾞ
地区
ｺｰﾄﾞ

児童ｺｰﾄﾞ 健診実施日 回答者

追加

確認 乳幼児健康診査必須問診項目・入力シート

ファイルを開くと 

入力画面 集計表画面 など・・・ 

集計表画面 ＆ グラフシート など・・・ 

ファイルを開くと 



情報収集と報告までの流れは？ 
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 乳幼児健診情報システム＜市区町村版と都道府県版＞ 

＜市区町村版＞ ＜都道府県版＞ 

【市区町村】 
入力用ファイルに 
データ入力 

【市区町村】 
報告用ファイルを 

作成 

【都道府県】 

報告済調査票
フォルダに投入 

収集済の全市町村
データ集計 

【都道府県】 

全市区町村データ
の分析結果 

厚労省への
報告用結果 

【市区町村】 
報告用ファイルを 
都道府県へ 



市区町村版：システムを使って何ができるの？ 

 データ入力後、入力漏れが確認できま
す。 

36 

入力漏れがある行の番号とセルの色が変わりま
す。 
   入力漏れがある行番号。 
   入力が漏れている項目のセル。 
   入力が必須の項目の入力漏れ。 

データを入力後、 
「確認」をクリック 



市区町村版：システムを使って何ができるの？ 

 設問ごとの集計表 
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市区町村版：システムを使って何ができるの？ 

 設問ごとの割合 

  表示 

 

 

 円グラフの表示 

 

 

 

 

 棒グラフの表示 
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都道府県版：システムを使って何ができるの？ 

39 

収集された全市区町村の平均割合 

 市区町村版の各種機能に加えて都道府県の全市区町村の 

  比較グラフを表示 

市区町村ごとの割合 



そもそも論：乳幼児健診データを何に使うか 

１．厚労省への母子保健事業報告 

– 問診票の検討：標準化→個別指導に必要な項目を問診用へ 

– 集計方法の検討：テキストデータ化 

２．様々な分析（地区診断、要因分析など） 

– 妊娠中の喫煙と低出生児の関係 

– ゆったりした気分と関連する要因 

• 個別指導に使わなければ、上記の分析はいずれも個人
情報は不要（分析は個人情報を外して行う）。 

• 要因分析は集計ではなく個別情報でないとできない。 

• 継時的情報を個人で突合するために個別番号が必要。 

• 既存のシステムの活用、個人情報をはずしたデータのコ
ンバートなど。 



乳幼児健診データの利活用の意義 

• データの利活用（なぜ、個別データなのか） 

– 地域把握：集計表である程度可能 

– 要因分析：個別データの分析が必要 

• 市町村の役割 

– 精度管理、事業評価 

    →縦断的なデータの分析 

• 都道府県の分析 

– 地域格差の要因分析と改善方法の分析（集団寄与危険など） 

– 全県の数が多いデータにより、属性別等の詳細分析ができる。 

• 国の役割 

– 都道府県格差の分析、要因解明 

– オールジャパンとしての分析、国際比較 

■集計データから個別データ
の分析へ 

■特定健診の評価をレセプト
で評価する（健診結果とレセプ
トの突合） 

■事業評価などは、同意者だ
けの分析でいいのか？否→が
ん登録 



上流と下流 包括医療の重要性 
• おぼれている人を見つけて、助ける。 

• すると、翌日、また、おぼれている人を見つけて、助ける。 

• 日々その繰り返し。 

• この川の上流で何が起きているのか？ 

• 予防と医療の一体 

       →包括医療 
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包括医療（ケア）とは治療
（キュア）のみならず、予防
（1次予防、2次予防、3次予

防）を視野に入れた全人的
医療（ケア）. 



乳児死亡率の年次推移 
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生後1週未満死亡 生後1週以上4週未満死亡

生後4週以上1年未満死亡 乳児死亡率

1947年 76.7 (205,360人) 

2008年  2.6 (    2,798人) 

日本 3.1 

スウェーデン 3.4 

ドイツ 4.5 

フランス 4.8 

イギリス 5.8 

アメリカ 7.2 

          2004年 

乳児死亡が減少した
結果どのようなことが
課題となるか？ 
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研究は住民に始まり、住民に終わる 

ご清聴ありがとうございました。 


